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実 技 試 験 

 

 
 
 

☆☆☆解答に当たっての注意事項☆☆☆ 

・ 問題数は４０問、解答はすべて記述式です。 

・ 択一問題の場合、選択肢の中から正解と思われるものを１つ選んでください。 

・ 語群選択問題の場合、語群の中からそれぞれの空欄にあてはまると思われる語

句・数値を選び、語群に記されたとおりに解答用紙の所定の欄に記入してくだ

さい。また、語群の語句・数値にそれぞれ番号が付してある場合は、その番号

のみを記入してください。 

・ 語群のない問題の場合、指示に従い解答用紙の所定の欄に直接正解と思われる

語句・数値・記号を記入してください。 

・ 試験問題については、特に指示のない限り、２０２１年１０月１日現在施行の

法令等に基づいて解答してください。なお、東日本大震災の被災者等に対する

各種特例等については考慮しないものとします。 

・ 解答は楷書、算用数字（１、２、３…）ではっきりと正しく記入してください

（誤字・脱字・略字は不可）。 

・ 計算問題については、計算結果を解答として所定の欄に記入してください。

その際、解答用紙に記載されている単位を使用し、漢字や小数点、上付き数

字を使用しないでください。正しく記入されなかった場合、採点されません

のでご注意ください。なお、カンマのあり・なしについては採点には影響し

ません。 

［例１］解答用紙に記載の単位「万円」の場合 

可の例：105万円／不可の例：1,050,000円 

［例２］解答用紙に記載の単位「円」の場合 

可の例：1,005,000円／不可の例：100万5,000円、100.5万円、100.5万円 

 



 

－2－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2022.5.22) 

【第１問】下記の（問１）、（問２）について解答しなさい。 

 

問１ 

 ファイナンシャル・プランナー（以下「ＦＰ」という）は、ファイナンシャル・プランニング業務を

行ううえで関連業法等を順守することが重要である。ＦＰの行為に関する次の（ア）～（エ）の記述に

ついて、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。 

 

（ア）社会保険労務士資格を有していないＦＰが、顧客である個人事業主が受ける雇用関係助成金申請

の書類を作成して手続きを代行し、顧客から報酬を受け取った。 

（イ）生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないＦＰが、生命保険契約を検討している顧客の

ライフプランに基づき、具体的な必要保障額を試算した。 

（ウ）税理士資格を有していないＦＰが、参加費無料の相談会で、相談者が持参した資料に基づき、具

体的な納税額を計算した。 

（エ）弁護士資格を有していないＦＰ（遺言者や公証人と利害関係はない成年者）が、顧客から依頼さ

れて公正証書遺言の証人となり、顧客から適正な報酬を受け取った。 

 

問２ 

 フィデューシャリー・デューティー（受託者責任）を遂行する軸として金融庁が公表した「顧客本位

の業務運営に関する原則」（以下「本原則」という）に関する次の記述のうち、最も不適切なものはど

れか。 

 

１．本原則では、金融事業者は顧客の資産状況、取引経験、知識等を把握し、当該顧客にふさわしい金

融商品の販売、推奨等を行うべきだとしている。 

２．本原則は、金融庁が原則のみを示し、金融事業者が各々の置かれた状況に応じて自主的に方針の策

定に取り組むように促すものである。 

３．本原則を採択する場合、金融事業者が策定した業務運営に関する方針は、一貫して継続する必要が

あるため、定期的な見直しは不要である。 

４．金融事業者が、本原則を採択したうえで、自らの状況等に照らし、本原則の一部を実施しない場合

は、その理由や代替策を十分に説明することが求められる。 

 

  



 

－3－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2022.5.22) 
 

【第２問】下記の（問３）～（問６）について解答しなさい。 

 

問３ 

 下記＜資料＞は、２０２２年４月２８日時点の室井さん夫婦（隆雄さんと美也子さん）のＭＶ銀行

（日本国内に本店のある普通銀行）における金融資産（時価）の一覧表である。この時点においてＭＶ

銀行が破綻した場合に、預金保険制度によって保護される金融資産の金額に関する次の記述の空欄

（ア）、（イ）にあてはまる数値を解答欄に記入しなさい。 

 

＜資料＞ 

 室井 隆雄 室井 美也子 

ＭＶ銀行 

ab支店 

普通預金 １２０万円 ４０万円 

定期預金（固定金利） ４２０万円 ２８０万円 

投資信託 － １５０万円 

財形貯蓄（定期預金） ３８０万円 － 

ＭＶ銀行 

cd支店 

普通預金 ２０万円 １０万円 

定期預金（変動金利） － ６０万円 

外貨預金 ４０万円 ５０万円 

※隆雄さんおよび美也子さんはともに、ＭＶ銀行からの借入れはない。 

※普通預金は決済用預金ではない。 

※預金の利息については考慮しないこととする。 

※ＭＶ銀行は過去１年以内に他行との合併等を行っていないこととする。 

 

・ 隆雄さんの金融資産のうち、預金保険制度によって保護される金額は（ ア ）万円である。 

・ 美也子さんの金融資産のうち、預金保険制度によって保護される金額は（ イ ）万円である。 

 

 

  



 

－4－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2022.5.22) 

問４ 

 財形貯蓄制度に関する下表の空欄（ア）～（エ）にあてはまる数値を語群の中から選び、解答欄に記

入しなさい。なお、同じ数値を何度選んでもよいこととする。 

 

 財形年金貯蓄 財形住宅貯蓄 

契約締結の年齢要件 満（ ア ）歳未満 満＊＊歳未満 

積立期間 
＊＊年以上の期間にわたり、毎月定

期的に積立 

（ イ ）年以上の期間にわたり、

毎月定期的に積立。ただし、積立期

間中の住宅購入に際しては、一定の

要件で払出可 

非課税の限度額 

［貯蓄型］ 

財形住宅貯蓄と合算して元利合計

＊＊万円まで 

 

［保険型］ 

払込保険料累計額３８５万円まで、

かつ財形住宅貯蓄と合算して払込保

険料累計額（ ウ ）万円まで 

［貯蓄型］ 

財形年金貯蓄と合算して元利合計

＊＊万円まで 

 

［保険型］ 

財形年金貯蓄と合算して払込保険料

累計額＊＊万円まで 

目的外の払戻時の 

原則的取扱い 

［貯蓄型］ 

過去＊＊年間に支払われた利息につ

いて、さかのぼって所得税および住

民税が源泉徴収される 

 

［保険型］ 

積立開始時からの利息相当分すべて

が一時所得扱いとなる 

［貯蓄型］ 

過去（ エ ）年間に支払われた利

息について、さかのぼって所得税お

よび住民税が源泉徴収される 

 

［保険型］ 

積立開始時からの利息相当分につい

て、所得税および住民税が源泉徴収

される 

※問題作成の都合上、一部を「＊＊」としている。また、復興特別所得税は考慮していない。 

 

 

＜語群＞ 

１    ５    １０    ２０    ５０ 

５５   ６０   ５００   ５５０   ６００ 

 

 

  



 

－5－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2022.5.22) 
 

問５ 

 長谷川さんは、保有しているＲＭ投資信託（追加型国内公募株式投資信託）の収益分配金を２０２２

年２月に受け取った。ＲＭ投資信託の運用状況が下記＜資料＞のとおりである場合、収益分配後の個別

元本として、正しいものはどれか。 

 

＜資料＞ 
 

［長谷川さんが保有するＲＭ投資信託の収益分配金受取時の状況］ 

収益分配前の個別元本：１５,７５０円 

収益分配前の基準価額：１６,５００円 

収益分配金：１,０００円 

収益分配後の基準価額：１５,５００円 

 

１． １５,０００円 

２． １５,５００円 

３． １５,７５０円 

４． １６,５００円 

 

  



 

－6－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2022.5.22) 

問６ 

 大下さんは、少額の資金で多額の取引ができるデリバティブ取引に興味を持ち、ＦＰの有馬さんに株

価指数先物取引の仕組みについて質問をした。ＦＰの有馬さんが下記＜取引例＞に基づいて説明した内

容の空欄（ア）～（エ）にあてはまる数値または語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

なお、手数料や税金等については考慮しないものとする。 

 

＜取引例＞ 

銘柄：日経２２５先物 ２０２２年３月限 取引単位１,０００倍 

取引内容 取引日 取引種類 取引数 取引単価 

新規取引 ２０２２年１月１２日 買建 ２枚 ３１,０００円 

決済取引 ２０２２年１月２７日 転売 ２枚 ３１,５００円 

 

ＦＰの有馬さんの説明 

 

＜取引例＞の場合、資金決済は決済取引時に（ ア ）円の（ イ ）となります。このように、

株価指数先物取引では、新規取引と決済取引のそれぞれで多額の資金決済を必要とせず、決済取引

時に差金決済できることから、少額の資金で多額の取引ができる（ ウ ）効果があるといえます。 

なお、新規取引から決済取引までの間は、担保金として（ エ ）を差し入れる必要があります。 

 

 

１．（ア）１,０００,０００ （イ）支払い （ウ）バイアス  （エ）供託金 

２．（ア）１,０００,０００ （イ）受取り （ウ）レバレッジ （エ）証拠金 

３．（ア）    １,０００ （イ）支払い （ウ）バイアス  （エ）供託金 

４．（ア）    １,０００ （イ）受取り （ウ）レバレッジ （エ）証拠金 

 

 

  



 

－7－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2022.5.22) 
 

【第３問】下記の（問７）～（問１０）について解答しなさい。 

 

問７ 

 建築基準法に従い、下記＜資料＞の甲土地に建物を建てる場合の建築面積の最高限度を計算しなさい。

なお、＜資料＞に記載のない条件については一切考慮しないこととする。また、解答に当たっては、解

答用紙に記載されている単位に従うこと（解答用紙に記載されているマス目に数値を記入すること）。 

 

＜資料＞ 
 

 

 

  

甲土地 

（３００ｍ2） 

２０ｍ 

１５ｍ 

乙土地 

幅員２.８ｍ市道 

・ 第一種住居地域 

・ 建蔽率  ６／１０ 

・ 容積率  ２０／１０ 

・ 前面道路の幅員に対する 

法定乗数  ４／１０ 

※甲土地・乙土地が面する道路は建

築基準法第４２条第２項に該当す

る道路で、甲土地・乙土地はとも

にセットバックを要する。また、

道路中心線は現況道路の中心に位

置するものとする。なお、特定行

政庁が指定する幅員６ｍ指定区域

ではない。 



 

－8－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2022.5.22) 

問８ 

下記＜資料＞は、大垣一郎さんが所有する土地の登記事項証明書の一部である。この登記事項証明書に

関する次の（ア）～（エ）の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入し

なさい。なお、＜資料＞に記載のない事項は一切考慮しないこととする。 

 

＜資料＞ 
  
権利部（乙区）  （ ＊＊＊ ） 

順位番号 登記の目的 受付年月日・受付番号 権利者その他の事項 

１ 抵当権設定 平成２２年１１月１５日 
第９△４５７号 

原因 平成２２年１１月１５日金銭消費貸借同
日設定 

債権額 金４,０００万円 
利息 年１.２７５％（年３６５日日割計算） 
損害金 年１４％（年３６５日日割計算） 
債務者 ○○区△△三丁目××番○号 
 青山二郎 
抵当権者 ××区○○一丁目□番□号 
 株式会社ＰＫ銀行 
共同担保 目録（×）第７３４□号 

 

※問題作成の都合上、一部を「＊＊＊」としている。 

 

（ア）登記事項証明書は、法務局などにおいて手数料を納付すれば、誰でも交付の請求をすることがで

きる。 

（イ）この土地には株式会社ＰＫ銀行の抵当権が設定されているが、別途、ほかの金融機関が抵当権を

設定することも可能である。 

（ウ）上記＜資料＞から、抵当権の設定当時、青山二郎さんがこの土地の所有者であったことが確認で

きる。 

（エ）青山二郎さんが株式会社ＰＫ銀行への債務を完済すると、当該抵当権の登記は自動的に抹消され

る。 

 

  



 

－9－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2022.5.22) 
 

問９ 

 公的な土地評価に関する下表の空欄（ア）～（ウ）にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切

なものはどれか。 

 

価格の種類 公示価格 基準地標準価格 固定資産税評価額 相続税路線価 

所管 （ ア ） 都道府県 
市町村（東京２３

区は東京都） 
国税庁 

評価割合 － － 
公示価格の 

（ イ ）程度 

公示価格の 

＊＊％程度 

目的 

・ 一般の土地取引

の指標 

・ 公共事業用地の

適正補償額の算

定基準 

・ 国土利用計画法

による土地取引

の適正かつ円滑

な実施 

・ 一般の土地取引

の指標 

・ 固定資産税等の

課税のため 

・ 相続税や 

（ ウ ）の課税 

のため 

※問題作成の都合上、一部を「＊＊」としている。 

 

１．（ア）国土交通省 （イ）７０％ （ウ）贈与税 

２．（ア）国土交通省 （イ）８０％ （ウ）贈与税 

３．（ア）内閣府   （イ）８０％ （ウ）不動産取得税 

４．（ア）内閣府   （イ）７０％ （ウ）不動産取得税 

 

問１０ 

 杉山さんは、９年前に相続により取得し、その後継続して居住している自宅の土地および建物の売却

を検討している。売却に係る状況が下記＜資料＞のとおりである場合、所得税における課税長期譲渡所

得の金額として、正しいものはどれか。なお、＜資料＞に記載のない事項は一切考慮しないこととする。 

 

＜資料＞ 
 

・ 取得費：土地および建物とも不明であるため概算取得費とする。 

・ 譲渡価額（合計）：６,６００万円 

・ 譲渡費用（合計）：２４０万円 

※居住用財産を譲渡した場合の３,０００万円特別控除の特例の適用を受けるものとする。 

※所得控除は考慮しないものとする。 

 

１． ３,６００万円 

２． ３,３６０万円 

３． ３,２７０万円 

４． ３,０３０万円 

  



 

－10－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2022.5.22) 

【第４問】下記の（問１１）～（問１４）について解答しなさい。 

 

問１１  

 飯田敬介さん（６１歳）が保険契約者（保険料負担者）および被保険者として加入している生命保険

（下記＜資料＞参照）の保障内容に関する次の記述の空欄（ア）～（ウ）にあてはまる数値を解答欄に

記入しなさい。なお、保険契約は有効に継続し、かつ特約は自動更新しているものとし、敬介さんはこ

れまでに＜資料＞の保険から、保険金・給付金を一度も受け取っていないものとする。また、各々の記

述はそれぞれ独立した問題であり、相互に影響を与えないものとする。 

 

＜資料／保険証券１＞ 
 

無配当定期保険特約付終身保険 保険証券記号番号 ××－×××××× 

保険契約者 
飯田 敬介 様 

１９６０年９月２９日生 男性 

保険契約者印  ◇契約日 
１９９５年１１月１日 

 
◇主契約の保険期間 

終身 
 
◇主契約の保険料払込期間 

３０年間 
 
◇特約の保険期間 

１０年 
（８０歳まで自動更新） 

 

◯飯田  

 被保険者 
飯田 敬介 様 

１９６０年９月２９日生 男性 

受取人 
死亡保険金 

飯田 唯 様（妻） 

受取割合 

１０割 

 
◇ご契約内容 ◇お払い込みいただく合計保険料 

終身保険金額（主契約保険金額）  ３００万円  
毎回 △△,△△△円 

定期保険特約保険金額  ２,０００万円 

三大疾病保障定期保険特約保険金額  １,０００万円 ［保険料払込方法］ 

月払い 災害割増特約保険金額  ２,０００万円 

災害入院特約 入院５日目から 日額 ５,０００円  

 
疾病入院特約 入院５日目から 日額 ５,０００円 

※約款所定の手術を受けた場合、手術の種類に応じて入院給付金日額の 

１０倍・２０倍・４０倍の手術給付金を支払います。 

※入院給付金の１入院当たりの限度日数は１２０日、通算限度日数は１,０９５日です。 
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＜資料／保険証券２＞ 
 

保険種類 終身医療保険 保険証券記号番号 ○○－○○○○○ 

保険契約者 
飯田 敬介 様 

１９６０年９月２９日生 男性 

保険契約者印 
 

◯飯田  

 ◇契約日 

２０１０年４月１日 

 

◇保険期間 

終身 

 

◇保険料払込期間 

終身 

被保険者 
飯田 敬介 様 

１９６０年９月２９日生 男性 

受取人 
給付金 飯田 敬介 様 

死亡保険金 飯田 唯 様（妻） 

受取割合 

１０割 

 
◇ご契約内容  

給付金・保険金の内容 給付日額・保険金額 保険期間 

入院給付金 

日額 ５,０００円 

＊病気やケガで２日以上継続入院のとき、入院開始日からその日を含めて１

日目より支払います。 

＊同一事由の１回の入院給付金支払い限度額は６０日、通算して１,０００

日となります。 

終身 

手術給付金 

給付日額 入院給付金日額×１０・２０・４０倍 

＊所定の手術を受けた場合、手術の種類に応じて、手術給付金（入院給付金

日額の１０倍・２０倍・４０倍）を支払います。 

介護給付金 

一時金 １２０万円 

終身介護年金 ６０万円 

＊公的介護保険制度に定める要介護２以上の状態に該当していると認定され

たときに一時金および第１回の介護年金を支払います。第２回以後の介護

年金については、第１回の介護年金の年単位の応当日に支払事由に該当し

ている限り支払います。 

死亡・高度障害保険金 
保険金 ２０万円 

＊死亡または所定の高度障害となった場合に支払います。 

 
◇保険料の内容 ◇その他付加されている特約 

払込保険料合計 ×,×××円  保険料口座振替特約 

＊以下余白 払込方法（回数） 

払込期月 

：年１２回 

：毎月 

 

・ 敬介さんが現時点で、ケガで３６日間入院し（手術は受けていない）、その後「要介護２」の状

態に認定された場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の給付初年度の合計は（ ア ）

万円である。 

・ 敬介さんが現時点で、初めてがん（悪性新生物）と診断され、治療のため４２日間入院し、そ

の間に約款所定の手術（給付倍率４０倍）を１回受けた場合、保険会社から支払われる保険

金・給付金の合計は（ イ ）万円である。 

・ 敬介さんが現時点で、交通事故で死亡（入院・手術なし）した場合、保険会社から支払われる

保険金・給付金の合計は（ ウ ）万円である。 

 

※約款所定の手術は無配当定期保険特約付終身保険および終身医療保険ともに該当するものである。 
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問１２ 

 西山忠一さんが２０２１年中に支払った定期保険特約付終身保険とがん保険の保険料は下記＜資料＞

のとおりである。忠一さんの２０２１年分の所得税の計算における生命保険料控除額として、正しいも

のはどれか。なお、下記＜資料＞の保険について、これまでに契約内容の変更はないものとする。また、

２０２１年分の生命保険料控除額が最も多くなるように計算すること。 

 

＜資料＞ 

［定期保険特約付終身保険（無配当)] 

契約日：２０１１年３月１日 

保険契約者：西山 忠一 

被保険者：西山 忠一 

死亡保険金受取人：西山 美香（妻） 

２０２１年の年間支払保険料：９９,８４０円 

 

［がん保険（無配当)] 

契約日：２０１２年１２月１日 

保険契約者：西山 忠一 

被保険者：西山 忠一 

死亡保険金受取人：西山 美香（妻） 

２０２１年の年間支払保険料：６７,５６０円 

 

＜所得税の生命保険料控除額の速算表＞ 

[２０１１年１２月３１日以前に締結した保険契約（旧契約）等に係る控除額] 

〇一般生命保険料控除、個人年金保険料控除 

年間の支払保険料の合計 控除額 

 ２５,０００円 以下 支払金額 

２５,０００円 超 ５０,０００円 以下 支払金額×１／２＋１２,５００円 

５０,０００円 超 １００,０００円 以下 支払金額×１／４＋２５,０００円 

１００,０００円 超  ５０,０００円 

 

[２０１２年１月１日以降に締結した保険契約（新契約）等に係る控除額] 

〇一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除 

年間の支払保険料の合計 控除額 

 ２０,０００円 以下 支払金額 

２０,０００円 超 ４０,０００円 以下 支払金額×１／２＋１０,０００円 

４０,０００円 超 ８０,０００円 以下 支払金額×１／４＋２０,０００円 

８０,０００円 超  ４０,０００円 

 

（注）支払保険料とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残り

の金額をいう。 

 

１． ７６,８９０円 

２． ８１,８９０円 

３． ８６,８５０円 

４． ９１,８５０円 
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問１３ 

 株式会社ＬＰの専務取締役の関根さんが任期満了で退職した場合、同社の役員退職慰労金規程に基づ

き受け取ることができる役員退職慰労金の金額を計算しなさい。なお、解答は以下の＜前提条件＞およ

び＜資料＞に基づくものとし、記載のない事項については一切考慮しないものとする。 

 

＜前提条件＞ 
 

・ 入社時年齢：３５歳 

・ 退職時年齢：７０歳（役員在任年数３５年間） 

・ 入社から退職までの役位は継続して専務取締役 

・ 退職時の最終報酬月額：６０万円 

 

＜資料：株式会社ＬＰの役員退職慰労金規程＞ 
 

 

[役員退職慰労金規程]（抜粋） 

第１条（総則） 

この規程は退任した取締役または監査役（以下「役員」という）の役員退職慰労金および弔慰金

について定めるものである。 

 

第２条（退任の定義） 

退任の時期は以下の各号に定めるときとする。 

①辞任 

②任期満了 

③解任 

④死亡 

 

第３条（金額の算定） 

役員退職慰労金の算定は、役位別の最終報酬月額に役位ごとの在任期間の年数を乗じ、役位別係

数を乗じて算出した額（以下の式）の合計額とする。 

最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率(役位別係数）＝役員退職慰労金 

 

役位別係数 

  代表取締役 ３.０ 

  専務取締役 ２.４ 

  常務取締役 ２.２ 

  取締役 ２.０ 

  監査役 １.５ 

 

―以下省略― 
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問１４ 

 下記＜資料＞に基づき、山根さんが契約している普通傷害保険について、ＦＰの安藤さんの次の説明

の空欄（ア）～（エ）に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。

なお、同じ語句を何度選んでもよいこととし、他の保険金の支払い要件はすべて満たしているものとす

る。 

 

＜資料＞ 
 

普通傷害保険証券 

証券番号  ××－××××× 

ご契約者 被保険者（保険の対象となる方） 

山根 隆 様 山根 隆 様 

 

保険期間（保険のご契約期間） 

２０２２年３月１５日 午後４時から 

２０２３年３月１５日 午後４時まで 

 
保険料   △△,△△△円 

保険料払込方法   月払い（１２回払い） 

 

◆ご契約内容 

給付項目 保険金額 

傷害死亡保険金額 １０,０００,０００円 

傷害後遺障害保険金額 

（後遺障害の程度により保険金額の４％～１００％） 
１０,０００,０００円 

傷害入院保険金日額 
１日につき ５,０００円 

（入院１日目から補償） 

傷害手術保険金額 
入院中は入院保険金日額の１０倍、入

院中以外は入院保険金日額の５倍 

傷害通院保険金日額 １日につき ２,０００円 
 

◆適用特約 

天災危険補償特約（地震・噴火・津波危険を補償） 

 

◆その他の補償 

個人賠償責任特約 日常生活での賠償事故を補償  支払限度額：（１事故）１億円 

 

◆傷害後遺障害の等級ごとの保険金額表 

等級 保険金 等級 保険金 等級 保険金 

第１級 10,000,000円 第６級 5,000,000円 第１１級 1,500,000円 

第２級 10,000,000円 第７級 4,200,000円 第１２級 1,000,000円 

第３級 10,000,000円 第８級 3,400,000円 第１３級 700,000円 

第４級 6,900,000円 第９級 2,600,000円 第１４級 400,000円 

第５級 5,900,000円 第１０級 2,000,000円  
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・ 「山根さんが就寝中に発生した地震で、倒れてきたタンスの下敷きになり、腕を骨折して１０日間

病院に通院治療した場合、受け取れる保険金は（ ア ）です。」 

・ 「山根さんが仕事中の事故でケガを負い、その日から２０日間病院に入院した場合（手術は受けて

いない）、受け取れる保険金は（ イ ）です。」 

・ 「山根さんが交通事故により傷害後遺障害第６級に該当した場合、受け取れる傷害後遺障害保険金

は（ ウ ）です。」 

・ 「山根さんの飼い犬が近所の子どもにかみついてケガをさせ、法律上の損害賠償責任を負った場合、

その損害に対して支払われる保険金の限度額は（ エ ）です。」 

 

 

＜語群＞ 

１． ０円      ２．  ２万円       ３．  ４万円     ４． ５万円 

５． １０万円    ６．  ４２０万円     ７．  ５００万円   ８． ５９０万円 

９． ６９０万円   １０. １,０００万円   １１. １億円 
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【第５問】下記の（問１５）～（問１８）について解答しなさい。 

 

問１５ 

 飲食店を営む個人事業主の柴田さんは、２０２０年７月に乗用車（新車）を購入し、その日から２０２１

年１２月まで引き続き事業の用に供している。購入した乗用車に関する内容が以下のとおりである場合、

柴田さんの２０２１年分の所得税における事業所得の金額の計算上、必要経費に算入すべき減価償却費

の金額として、正しいものはどれか。なお、柴田さんは個人事業の開業年（２０１５年）において、車

両の減価償却方法として定率法を選択している。また、償却保証額は考慮しないこととし、計算過程お

よび計算結果において、円未満の端数が生じたときは、これを切り上げること。 

 

＜乗用車に関する内容＞ 

資産名 取得年月 法定耐用年数 取得価額 事業専用割合 

乗用車 ２０２０年７月 ６年 ３,５００,０００円 １００％ 

 

＜定率法による償却率等＞ 

法定耐用年数 定率法の償却率 

６年 ０.３３３ 

 

１．   ５８３,３３４円 

２．   ７７７,３８９円 

３．   ９７１,４４５円 

４． １,１６５,５００円 

 

問１６ 

 退職所得に関する次の（ア）～（ウ）の記述のうち、適切なものには○、不適切なものには×を解答

欄に記入しなさい。 

（ア）障害者になったことを直接の原因として勤続年数１０年で退職した場合の退職所得控除額は、

｢４０万円×勤続年数」により計算した額に５０万円を加えた金額となる。 

（イ）退職所得控除額を計算する際の勤続年数に１年未満の端数があるときには、その端数は切り上げ

て勤続年数に含めて計算する。 

（ウ）退職所得の金額は、役員の場合でもその在任（勤続）年数に関わらず、退職一時金の額から退職

所得控除額を控除した残額の２分の１に相当する額となる。 
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問１７ 

 会社員の明石さんが２０２１年に支払った保険料等は下記のとおりである。この場合の明石さんの

２０２１年分の所得税における社会保険料控除額を計算しなさい。なお、記載のない条件については一

切考慮しないこととする。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。 

 

保険料等の種類 支払金額（年額）（※１） 

健康保険料 １７万円 

介護保険料（※２） ３万円 

厚生年金保険料 ３３万円 

雇用保険料 １万円 

企業型確定拠出年金の 

マッチング拠出の掛金 
５万円 

確定給付企業年金の 

加入者拠出掛金 
１２万円 

（※１）いずれも明石さんの給与明細および賞与明細に記載された給与および賞与から控除された保

険料等の年額であり、会社負担額を含まない。 

（※２）介護保険法の規定による介護保険料である。 
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問１８ 

 会社員の福岡さんは、２０２１年中に下記の配当の支払いを受けた。配当所得についてすべて総合課

税による確定申告を選択した場合、福岡さんの２０２１年分の所得税における配当控除の金額として、

正しいものはどれか。なお、福岡さんの所得は給与所得、配当所得のみであり、記載のない条件につい

ては一切考慮しないこととする。 

 

＜福岡さんが２０２１年中に受け取った配当等＞ 

銘柄 
配当等の金額 

（税引前） 
左記の計算期間 備考 

株式会社ＷＡ ３５０,０００円 １２ヵ月 
内国法人の上場株式から生じた利益剰余

金の配当 

株式会社ＷＢ ２５０,０００円 １２ヵ月 

内国法人の非上場株式から生じた利益剰

余金の配当で、少額配当に該当するもの

はない。 

 

＜福岡さんの給与所得、所得控除額＞ 

給与所得 １,２００万円 

所得控除額 ２１０万円 

 

＜配当控除の控除率＞ 

 課税総所得金額等 控除率 

① 
その年分の課税総所得金額等が１,０００万円

以下である場合 
１０％ 

② 

その年分の課税総所得金額等が１,０００万円

を超え、かつ、課税総所得金額等から配当所得

の金額を差し引いた金額が１,０００万円以下

である場合 

課税総所得金額等１,０００万円以下の部分の

配当所得：１０％ 

課税総所得金額等１,０００万円超の部分の配

当所得：５％ 

③ 

その年分の課税総所得金額等から配当所得の金

額を差し引いた金額が１,０００万円を超える

場合 

５％ 

 

１． ２５,０００円 

２． ３０,０００円 

３． ３５,０００円 

４． ５５,０００円 
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【第６問】下記の（問１９）～（問２２）について解答しなさい。 

 

問１９ 

 下記の相続事例（２０２２年４月１５日相続開始）における相続税の課税価格の合計額を計算しなさ

い。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。また、解答に当たっては、解答用紙

に記載されている単位に従うこと。 

 

＜課税価格の合計額を算出するための財産等の相続税評価額＞ 

土地：１,０００万円（「小規模宅地等の評価減の特例」適用後） 

建物：５００万円 

現預金：１,０００万円 

死亡保険金：２,５００万円（生命保険金等の非課税限度額控除前） 

債務および葬式費用：３００万円 

 

＜親族関係図＞ 

 

※｢小規模宅地等の評価減の特例」の適用対象となる要件はすべて満たしており、その適用を受け

るものとする。 

※死亡保険金はすべて被相続人の配偶者が受け取っている。 

※すべての相続人は、相続により財産を取得している。 

※相続開始前３年以内に被相続人からの贈与により財産を取得した相続人はおらず、相続時精算課

税制度を選択した相続人もいない。また、相続を放棄した者もいない。 

※債務および葬式費用は被相続人の配偶者がすべて負担している。 

 

 

 配偶者 
 二女 

 長女 
被相続人 



 

－20－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2022.5.22) 

問２０ 

 下記＜親族関係図＞の場合において、民法の規定に基づく法定相続分および遺留分に関する次の記述

の空欄（ア）～（ウ）に入る適切な語句または数値を語群の中から選び、解答欄に記入しなさい。なお、

同じ語句または数値を何度選んでもよいこととする。 

 

＜親族関係図＞ 

 
 

［各人の法定相続分と遺留分］ 

・ 被相続人の配偶者の法定相続分は（ ア ） 

・ 被相続人の兄の法定相続分は（ イ ） 

・ 被相続人の母の遺留分は（ ウ ） 

 

＜語群＞ 

なし    １／２   １／３   ２／３    １／４ 

３／４   １／６   １／８   １／１２ 

 

 

  

子 

兄 

母 

（２０２２年４月１日死亡） 

父 

配偶者 被相続人 

（相続放棄） 

（すでに死亡） 



 

－21－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2022.5.22) 
 

問２１ 

 相続税における「小規模宅地等の評価減の特例」に関する下表の空欄（ア）～（ウ）にあてはまる数

値の組み合わせとして、正しいものはどれか。 

 

宅地等の区分 適用限度面積 減額割合 

特定事業用宅地等※ 
４００ｍ2 

（ ウ ）％ 特定同族会社事業用宅地等 

特定居住用宅地等 （ ア ）ｍ2 

貸付事業用宅地等※ （ イ ）ｍ2 ５０％ 

※特定事業用宅地等と貸付事業用宅地等については、一定の場合に該当しない限り、相続開始前３年以

内に新たに（貸付）事業の用に供された宅地等を除く。 

 

１．（ア）３３０ （イ）２４０ （ウ）７０ 

２．（ア）３３０ （イ）２００ （ウ）８０ 

３．（ア）３００ （イ）２４０ （ウ）７０ 

４．（ア）３００ （イ）２００ （ウ）８０ 

 



 

－22－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2022.5.22) 

問２２ 

 下記＜資料＞の宅地（貸家建付地）に係る路線価方式による相続税評価額の計算式として、正しいも

のはどれか。 

 

＜資料＞ 
 

 
注１：奥行価格補正率 １.００ 

注２：借地権割合 ６０％ 

注３：借家権割合 ３０％ 

注４：この宅地には宅地所有者の所有する賃貸マンションが建っており、現在満室（すべて賃貸中）

となっている。 

注５：その他の記載のない条件は一切考慮しないものとする。 

 

１． ２５０,０００円×１.００×４００ｍ2 

２． ２５０,０００円×１.００×４００ｍ2×６０％ 

３． ２５０,０００円×１.００×４００ｍ2×（１－６０％） 

４． ２５０,０００円×１.００×４００ｍ2×（１－６０％×３０％×１００％） 

 

 

（４００ｍ2） ２０ｍ 

２０ｍ 

２５０Ｄ 



 

－23－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2022.5.22) 
 

  



 

－24－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2022.5.22) 

【第７問】下記の（問２３）～（問２５）について解答しなさい。 

 

＜落合家の家族データ＞ 

氏名 続柄 生年月日 備考（※） 

落合 茂則 本人 １９８４年 ６月２２日 会社員 

    結花 妻 １９８５年 ８月１９日 会社員 

    勇人 長男 ２００９年１０月 ４日 中学生 

    優子 長女 ２０１１年 ６月１１日 小学生 

※備考欄は、２０２２年５月１日時点のものである。 

 

＜落合家のキャッシュフロー表＞ （単位：万円) 

経過年数 基準年 １年 ２年 ３年 ４年 

西暦（年） ２０２１ ２０２２ ２０２３ ２０２４ ２０２５ 

家族・ 

年齢 

落合 茂則 本人 ３７歳 ３８歳 ３９歳 ４０歳 ４１歳 

    結花 妻 ３６歳 ３７歳 ３８歳 ３９歳 ４０歳 

    勇人 長男 １２歳 １３歳 １４歳 １５歳 １６歳 

    優子 長女 １０歳 １１歳 １２歳 １３歳 １４歳 

ライフイベント 

 

  

勇人 

中学校 

入学 

自動車の 

買い換え 

優子 

中学校 

入学 

勇人 

高校入学 

 

 

変動率 

収入 

給与収入（本人） １％ ３８７   （ ア ）  

給与収入（妻） １％ ３０２     

収入合計 － ６８９ ６９６ ７０３  ７１７ 

支出 

基本生活費 １％ ２１８ ２２０ ２２２  ２２７ 

住居費 － １５４ １５４ １５４  １５４ 

教育費 － ７０ ９０ ８０  ９０ 

保険料 － ４８ ４８ ６０ ６０ ６０ 

一時的支出 －     ３００     

その他支出 １％ ５０ ５１ ５１ ５２ ５２ 

支出合計 － ５４０ ５６３ ８６７ ５９０ ５８３ 

年間収支 － １４９ １３３ ▲１６４ １２０ １３４ 

金融資産残高 １％ ３４２   ４４２ （ イ ） 

※年齢および金融資産残高は各年１２月３１日現在のものとし、２０２１年を基準年とする。 

※給与収入は可処分所得で記載している。 

※記載されている数値は正しいものとする。 

※問題作成の都合上、一部を空欄としている。 

  



 

－25－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2022.5.22) 
 

問２３ 

 落合家のキャッシュフロー表の空欄（ア）に入る数値を計算しなさい。なお、計算過程においては端

数処理をせず計算し、計算結果については万円未満を四捨五入すること。 

 

問２４ 

 落合家のキャッシュフロー表の空欄（イ）に入る数値を計算しなさい。なお、計算過程においては端

数処理をせず計算し、計算結果については万円未満を四捨五入すること。 

 

問２５ 

 キャッシュフロー表を作成するうえでは、収入や支出などの変動率、金融資産の運用利回りの予測が

重要である。運用利回り等の変動に影響を与える要因についての次の記述のうち、最も適切なものはど

れか。 

 

１．外国為替相場が円高になると、輸入物価を押し上げる要因となり得る。 

２．新発３０年国債利回りは、国内長期金利の代表的な指標である。 

３．変動金利型住宅ローンの適用金利については、短期プライムレートを基準とする金融機関が主流で

ある。 

４．消費者物価指数の算出では、消費税率の引上げがあっても増税分を差し引いて計算し、結果に影響

しないようになっている。 

 

  



 

－26－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2022.5.22) 

【第８問】下記の（問２６）～（問２８）について解答しなさい。 

 

下記の係数早見表を乗算で使用し、各問について計算しなさい。なお、税金は一切考慮しないこと

とし、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。 

 

［係数早見表（年利１.０％）］ 

 終価係数 現価係数 減債基金係数 資本回収係数 年金終価係数 年金現価係数 

１年 １.０１０ ０.９９０ １.０００ １.０１０ １.０００ ０.９９０ 

２年 １.０２０ ０.９８０ ０.４９８ ０.５０８ ２.０１０ １.９７０ 

３年 １.０３０ ０.９７１ ０.３３０ ０.３４０ ３.０３０ ２.９４１ 

４年 １.０４１ ０.９６１ ０.２４６ ０.２５６ ４.０６０ ３.９０２ 

５年 １.０５１ ０.９５１ ０.１９６ ０.２０６ ５.１０１ ４.８５３ 

６年 １.０６２ ０.９４２ ０.１６３ ０.１７３ ６.１５２ ５.７９５ 

７年 １.０７２ ０.９３３ ０.１３９ ０.１４９ ７.２１４ ６.７２８ 

８年 １.０８３ ０.９２３ ０.１２１ ０.１３１ ８.２８６ ７.６５２ 

９年 １.０９４ ０.９１４ ０.１０７ ０.１１７ ９.３６９ ８.５６６ 

１０年 １.１０５ ０.９０５ ０.０９６ ０.１０６ １０.４６２ ９.４７１ 

１５年 １.１６１ ０.８６１ ０.０６２ ０.０７２ １６.０９７ １３.８６５ 

２０年 １.２２０ ０.８２０ ０.０４５ ０.０５５ ２２.０１９ １８.０４６ 

２５年 １.２８２ ０.７８０ ０.０３５ ０.０４５ ２８.２４３ ２２.０２３ 

３０年 １.３４８ ０.７４２ ０.０２９ ０.０３９ ３４.７８５ ２５.８０８ 

※記載されている数値は正しいものとする。 

 

  



 

－27－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2022.5.22) 
 

問２６ 

 田中さんは、独立開業の準備資金として、１５年後に７００万円を準備したいと考えている。１５年

間、年利１.０％で複利運用する場合、現在いくらの資金があればよいか。 

 

問２７ 

 長岡さんは、老後の生活資金の一部として、毎年年末に３００万円を受け取りたいと考えている。受

取期間を２０年間とし、年利１.０％で複利運用する場合、受取り開始時にいくらの資金があればよい

か。 

 

問２８ 

 筒井さんは、移住するための資金として、２０年後に１,２００万円を準備したいと考えている。年

利１.０％で複利運用しながら毎年年末に一定額を積み立てる場合、毎年いくらずつ積み立てればよい

か。 

 

  



 

－28－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2022.5.22) 

【第９問】下記の（問２９）～（問３４）について解答しなさい。 

 

＜設例＞ 

香川篤志さんは、民間企業に勤務する会社員である。篤志さんと妻の由美子さんは、今後の資産形

成や家計の見直しなどについて、ＦＰで税理士でもある大津さんに相談をした。なお、下記のデー

タはいずれも２０２２年４月１日現在のものである。 

 

［家族構成］ 

氏名 続柄 生年月日 年齢 備考 

香川 篤志 本人 １９７５年１１月 ３日 ４６歳 会社員（正社員） 

    由美子 妻 １９７９年 ８月３０日 ４２歳 パートタイマー 

   勇樹 長男 ２００７年 ２月２２日 １５歳 高校生 

 

［収入金額（２０２１年）］ 

篤志さん：給与収入８５０万円。給与収入以外の収入はない。 

由美子さん：給与収入９５万円。給与収入以外の収入はない。 

 

［金融資産（時価）］ 

篤志さん名義 

銀行預金（普通預金）：１５０万円 

銀行預金（定期預金）：４００万円 

由美子さん名義 

銀行預金（普通預金）： ２０万円 

銀行預金（定期預金）：２００万円 

 

［住宅ローン］ 

契約者 ：篤志さん 

借入先 ：ＫＭ銀行 

借入時期：２００７年８月 

借入金額：２,８００万円 

返済方法：元利均等返済（ボーナス返済なし） 

金利  ：全期間固定金利型 

返済期間：３５年間 

 

［保険］ 

定期保険Ａ：保険金額２,５００万円。保険契約者（保険料負担者）および被保険者は篤志さん、

保険金受取人は由美子さんである。 

火災保険Ｂ：保険金額２,０００万円。地震保険付帯。保険の目的は自宅建物。保険期間は３５

年（地震保険は１年）。保険契約者（保険料負担者）および保険金受取人は篤志さ

んである。 



 

－29－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2022.5.22) 
 

問２９ 

 篤志さんは下記＜資料＞のＫＭ銀行の外貨定期預金キャンペーンに関心を持っている。この外貨定期

預金について、満期時の外貨ベースの元利合計額を円転した金額として、正しいものはどれか。 

 

＜資料＞ 
 

・ 預入額 １０,０００米ドル 

・ 預入期間 １ヵ月 

・ 預金金利 ６.０％（年率） 

・ 為替レート （１米ドル） 

 ＴＴＳ ＴＴＭ（仲値） ＴＴＢ 

満期時 １１２.００円 １１１.００円 １１０.００円 

 

※利息の計算に際しては、預入期間は日割りではなく月単位で計算すること。 

※為替差益・為替差損に対する税金については考慮しないこと。 

※利息に対しては、米ドル建ての利息額の２０％（復興特別所得税は考慮しない）相当額が所得

税・住民税として源泉徴収されるものとすること。 

※計算過程において、小数点以下の端数が発生した場合は、小数点以下第３位を四捨五入すること。 

 

１． １,１５２,８００円 

２． １,１２４,４８０円 

３． １,１０５,５００円 

４． １,１０４,４００円 

 

  



 

－30－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2022.5.22) 

問３０ 

 篤志さんは、現在居住している自宅の住宅ローン（全期間固定金利型、返済期間３５年、元利均等返

済、ボーナス返済なし）の繰上げ返済を検討しており、ＦＰの大津さんに質問をした。篤志さんが住宅

ローンを１８０回返済後に、１００万円以内で期間短縮型の繰上げ返済をする場合、この繰上げ返済に

より短縮される返済期間として、正しいものはどれか。なお、計算に当たっては、下記＜資料＞を使用

し、繰上げ返済額は１００万円を超えない範囲での最大額とすること。また、繰上げ返済に伴う手数料

等は考慮しないものとする。 

 

＜資料：香川篤志さんの住宅ローンの償還予定表の一部＞ 

返済回数（回） 毎月返済額（円） うち元金（円） うち利息（円） 残高（円） 

１８０ １０３,１２５ ５９,９９８ ４３,１２７ １９,１０７,８２９ 

１８１ １０３,１２５ ６０,１３３ ４２,９９２ １９,０４７,６９６ 

１８２ １０３,１２５ ６０,２６８ ４２,８５７ １８,９８７,４２８ 

１８３ １０３,１２５ ６０,４０４ ４２,７２１ １８,９２７,０２４ 

１８４ １０３,１２５ ６０,５４０ ４２,５８５ １８,８６６,４８４ 

１８５ １０３,１２５ ６０,６７６ ４２,４４９ １８,８０５,８０８ 

１８６ １０３,１２５ ６０,８１２ ４２,３１３ １８,７４４,９９６ 

１８７ １０３,１２５ ６０,９４９ ４２,１７６ １８,６８４,０４７ 

１８８ １０３,１２５ ６１,０８６ ４２,０３９ １８,６２２,９６１ 

１８９ １０３,１２５ ６１,２２４ ４１,９０１ １８,５６１,７３７ 

１９０ １０３,１２５ ６１,３６２ ４１,７６３ １８,５００,３７５ 

１９１ １０３,１２５ ６１,５００ ４１,６２５ １８,４３８,８７５ 

１９２ １０３,１２５ ６１,６３８ ４１,４８７ １８,３７７,２３７ 

１９３ １０３,１２５ ６１,７７７ ４１,３４８ １８,３１５,４６０ 

１９４ １０３,１２５ ６１,９１６ ４１,２０９ １８,２５３,５４４ 

１９５ １０３,１２５ ６２,０５５ ４１,０７０ １８,１９１,４８９ 

１９６ １０３,１２５ ６２,１９５ ４０,９３０ １８,１２９,２９４ 

１９７ １０３,１２５ ６２,３３５ ４０,７９０ １８,０６６,９５９ 

１９８ １０３,１２５ ６２,４７５ ４０,６５０ １８,００４,４８４ 

 

１． １年６ヵ月 

２． １年５ヵ月 

３． １年４ヵ月 

４．   ９ヵ月 

  



 

－31－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2022.5.22) 
 

問３１ 

 篤志さんは、つみたてＮＩＳＡ（非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度）とｉＤｅＣｏ（個

人型確定拠出年金）についてＦＰの大津さんに質問をした。大津さんがつみたてＮＩＳＡとｉＤｅＣｏ

の概要を説明する際に使用した下表の空欄（ア）～（エ）に入る適切な数値を語群の中から選び、その

番号のみを解答欄に記入しなさい。 

 

＜つみたてＮＩＳＡとｉＤｅＣｏの概要＞ 

 つみたてＮＩＳＡ ｉＤｅＣｏ 

年間投資・拠出限度額 新規投資額で毎年（ ア ）万円 

企業年金がない会社員２７.６万

円、自営業者（ イ ）万円（国

民年金基金掛金等との合算）な

ど、加入者の区分によって異なる 

税制 

・ 所得控除の適用はない 

・ 最長（ ウ ）年間、運用益

が非課税 

・ 掛金全額が所得控除の対象とな

る 

・ 運用益は非課税 

・ 受取方法により、退職所得控除

または公的年金等控除の対象と

なる 

運用資金の引出し いつでも引出し可 
原則（ エ ）歳までは引出しが

できない 

運用対象 
長期の積立・分散投資に適した一

定の投資信託、ＥＴＦ 
定期預金、生命保険、投資信託等 

 

 

＜語群＞ 

１． ２０     ２．  ２４    ３．  ３０    ４． ４０ 

５． ６０     ６．  ６５    ７．  ７０    ８． ８０ 

９． ８１.６    １０． １００   １１． １２０ 

 

 



 

－32－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2022.5.22) 

問３２ 

 下記＜資料＞を基に、篤志さんの自宅に係る年間の地震保険料を計算しなさい。篤志さんの自宅は大

阪府にあるロ構造の一戸建てで、地震保険の保険金額は、２０２２年４月１日現在の火災保険の保険金

額に基づく契約可能な最大額である。なお、地震保険料の割引制度は考慮外とする。また、解答に当た

っては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。 

 

＜資料：年間保険料例（地震保険金額１００万円当たり、割引適用なしの場合)＞ 

建物の所在地（都道府県） 
建物の構造区分 

イ構造※ ロ構造※ 

北海道・青森県・岩手県・秋田県・山形県・栃木県・群馬県・ 

新潟県・富山県・石川県・福井県・長野県・岐阜県・滋賀県・ 

京都府・兵庫県・奈良県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・ 

山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・鹿児島県 

７４０円 １,２３０円 

福島県 ９７０円 １,９５０円 

宮城県・山梨県・愛知県・三重県・大阪府・和歌山県・香川県・ 

愛媛県・大分県・宮崎県・沖縄県 
１,１８０円 ２,１２０円 

茨城県 １,７７０円 ３,６６０円 

埼玉県 ２,０４０円 ３,６６０円 

徳島県・高知県 １,７７０円 ４,１８０円 

千葉県・東京都・神奈川県・静岡県 ２,７５０円 ４,２２０円 

※イ構造：主として鉄骨・コンクリート造の建物、ロ構造：主として木造の建物 

 

問３３ 

 篤志さんが仮に２０２２年５月に４６歳で在職中に死亡した場合、篤志さんの死亡時点において由美

子さんが受け取ることができる公的年金の遺族給付の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、

篤志さんは、大学卒業後の２２歳から死亡時まで継続して厚生年金保険の被保険者であったものとする。

また、家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものと

する。 

 

１．遺族基礎年金＋遺族厚生年金 

２．遺族基礎年金＋遺族厚生年金＋中高齢寡婦加算 

３．遺族厚生年金＋中高齢寡婦加算 

４．遺族厚生年金 

 

  



 

－33－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2022.5.22) 
 

問３４ 

 篤志さんの健康保険料に関する（ア）～（ウ）の記述について、適切なものには○、不適切なものに

は×を解答欄に記入しなさい。なお、篤志さんは全国健康保険協会管掌健康保険（協会けんぽ）の被保

険者である。また、健康保険料の計算に当たっては、下記＜資料＞に基づくこととする。 

 

＜資料＞ 
 

［篤志さんに関するデータ］ 

給与：毎月６００,０００円（標準報酬月額５９０,０００円） 

賞与：１回につき６５０,０００円 

※賞与は年２回支給される。 

 

［健康保険の保険料率］ 

介護保険第２号被保険者に該当しない場合：１０.００％（労使合計） 

介護保険第２号被保険者に該当する場合 ：１１.８０％（労使合計） 

 

（ア）毎月の給与に係る健康保険料のうち、篤志さんの負担分は３０,０００円である。 

（イ）年２回支給される賞与について、健康保険料は徴収されない。 

（ウ）篤志さんが負担した健康保険料は、所得税の計算上、全額が社会保険料控除の対象となる。 

 

  



 

－34－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2022.5.22) 

【第１０問】下記の（問３５）～（問４０）について解答しなさい。 

 

＜設例＞ 

国内の企業に勤務する工藤文恵さんは、２０２２年４月２日に死亡した夫（達朗さん）の相続に関

することや今後の生活のことなどについて、ＦＰで税理士でもある宮本さんに相談をした。なお、

下記データのうち「Ｉ．家族構成（同居家族）」および「Ⅱ．工藤家の親族関係図」は達朗さん死

亡後のものであり、「Ⅲ．工藤家（達朗さんと文恵さん）の財産の状況」は２０２２年４月１日現

在のものである。 

 

Ｉ．家族構成（同居家族） 

氏名 続柄 生年月日 年齢 備考 

工藤 文恵 本人 １９７０年１１月２２日 ５１歳 会社員 

  隼 長男 ２００５年 ７月２８日 １６歳 高校生 

   美江 長女 ２００８年 ８月１８日 １３歳 中学生 

 

Ⅱ．工藤家の親族関係図 

 
注１：文恵さんの夫の達朗さんは、国内の企業に勤務していたが、２０２２年４月２日に交通事故

で死亡している。 

 

Ⅲ．工藤家（達朗さんと文恵さん）の財産の状況 

［資料１：保有資産（時価）] （単位：万円） 

 達朗（注２） 文恵 

金融資産   

預貯金等 １,２００ １,１６０  

株式・投資信託 ２１０ ２８０ 

生命保険（解約返戻金相当額） [資料３]を参照 [資料３]を参照 

不動産   

土地（自宅の敷地） ２,６９０  

建物（自宅の家屋） ６２０  

その他（動産等） ８０ １５０ 

注２：達朗さんが所有していた財産に関する遺産分割はまだ行われていない。 

  

日登美 隼 

陽子 

佳子 次郎 

（死亡） 

和博 正樹 達朗 

健一 真紀 美江 

（死亡） 

文恵 

 

友子 



 

－35－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2022.5.22) 
 

［資料２：負債残高] 

住宅ローン：１,２５０万円（債務者は達朗さん。団体信用生命保険付き） 

 

［資料３：生命保険] （単位：万円） 

保険種類 
保険 

契約者 
被保険者 

死亡保険金 

受取人 
保険金額 

解約返戻金 

相当額 

定期保険Ａ（グループ保険） 達朗 達朗 文恵 １,０００ － 

定期保険特約付終身保険Ｂ 達朗 達朗 文恵   

（終身保険部分）    ３００ １２０ 

（定期保険部分）    ３,０００ － 

終身保険Ｃ 達朗 達朗 文恵 ３００ ８０ 

終身保険Ｄ 文恵 文恵 達朗 ２００ ５０ 

終身保険Ｅ 文恵 達朗 文恵 ２５０ ２４０ 

注３：２０２２年４月１日以後、新たに締結された契約はない。また、解約、更新、変更および保

険金の請求等が行われた契約もない。 

注４：解約返戻金相当額は、２０２２年４月１日で解約した場合の金額である。 

注５：定期保険Ａには、災害割増特約（１,０００万円）が付保されている。 

注６：すべての契約において、保険契約者が保険料を全額負担している。  

注７：契約者配当および契約者貸付については考慮しないこと。 

 

Ⅳ．その他 

上記以外の情報については、各設問において特に指示のない限り一切考慮しないこと。 

 

  



 

－36－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2022.5.22) 

問３５ 

 ＦＰの宮本さんは、２０２２年４月１日時点における工藤家（達朗さんと文恵さん）のバランスシー

ト分析を行うこととした。下表の空欄（ア）に入る数値を計算しなさい。 

 

＜工藤家（達朗さんと文恵さん）のバランスシート＞ （単位：万円) 

［資産］ 

金融資産 

預貯金等 

株式・投資信託 

生命保険（解約返戻金相当額） 

不動産 

土地（自宅の敷地） 

建物（自宅の家屋） 

その他（動産等） 

 

 

××× 

××× 

××× 

 

××× 

××× 

××× 

［負債］ 

住宅ローン 

 

 

××× 

 

負債合計 ××× 

［純資産］ （ ア ） 

資産合計 ××× 負債・純資産合計 ××× 

 

問３６ 

 達朗さんの相続に係る原則的な手続きに関する次の（ア）～（エ）の記述のうち、適切なものには○、

不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。 

 

（ア）相続放棄をする場合には、自己のために相続の開始があったことを知った時から、３ヵ月以内に

家庭裁判所に申述しなければならない。 

（イ）限定承認をする場合には、自己のために相続の開始があったことを知った時から、４ヵ月以内に

家庭裁判所に申述しなければならない。 

（ウ）遺産分割協議により遺産分割を行う場合には、相続の開始があったことを知った日から１０ヵ月

以内に遺産分割協議書を作成し、家庭裁判所に提出しなければならない。 

（エ）相続税の納税義務がある場合には、相続の開始があったことを知った日の翌日から１０ヵ月以内

に申告書を提出しなければならない。 

 

  



 

－37－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2022.5.22) 
 

問３７ 

 文恵さんの母である佳子さん（７５歳）が２０２１年中に受け取った公的年金および終身保険の解約

返戻金の明細は下記＜資料＞のとおりである。２０２１年分の所得税の確定申告に際して、佳子さんが

申告すべき合計所得金額（所得控除を差し引く前の金額）として、正しいものはどれか。なお、佳子さ

んには下記以外に申告すべき所得はない。また、前年以前から繰り越された純損失の金額等はないもの

とする。 

 

＜資料：公的年金および終身保険の解約返戻金の明細＞ 

 金額（収入金額） 税務上の必要経費等の額 

老齢基礎年金 ７０万円 各自計算 

遺族厚生年金 １２０万円 各自計算 

終身保険の解約返戻金 

（注）２０１０年に契約した保険

契約に係るものである。 

８００万円 
払込保険料（一時払いで佳子さんが全額負担

している）５５０万円 

 

＜公的年金等控除額の速算表＞ 

納税者区分 公的年金等の収入金額（Ａ） 

公的年金等控除額 

公的年金等に係る雑所得以外の所得

に係る合計所得金額 

１,０００万円 以下 

６５歳未満の者 

 １３０万円 以下 ６０万円 

１３０万円 超 ４１０万円 以下 （Ａ）×２５％＋ ２７.５万円 

４１０万円 超 ７７０万円 以下 （Ａ）×１５％＋ ６８.５万円 

７７０万円 超 １,０００万円 以下 （Ａ）× ５％＋１４５.５万円 

１,０００万円 超  １９５.５万円 

６５歳以上の者 

 ３３０万円 以下 １１０万円 

３３０万円 超 ４１０万円 以下 （Ａ）×２５％＋ ２７.５万円 

４１０万円 超 ７７０万円 以下 （Ａ）×１５％＋ ６８.５万円 

７７０万円 超 １,０００万円 以下 （Ａ）× ５％＋１４５.５万円 

１,０００万円 超  １９５.５万円 

 

１． １,０００,０００円 

２． １,１００,０００円 

３． １,８００,０００円 

４． ２,０００,０００円 

 

  



 

－38－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2022.5.22) 

問３８ 

 文恵さんが取引をしているＳＺ証券会社から送付された２０２１年分の特定口座年間取引報告書（一

部）が下記＜資料＞のとおりである場合、次の記述の空欄（ア）～（ウ）に入る最も適切な語句または

数値を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ番号を何度選択してもよ

いこととする。また、復興特別所得税については考慮しないこと。 

 

＜資料＞ 

 （単位：円) 

① 譲渡の対価の額 

（収入金額) 

② 取得費及び譲渡に要した費用の額等 

 

③ 差引金額（譲渡所得等の金額) 

（①－②） 

１,５００,０００ １,８００,０００ （各自計算） 

 

特
定
上
場
株
式
等
の
配
当
等 

種類 配当等の額 
源泉徴収税額 

（所得税） 

配当割額 

（住民税） 
特別分配金の額 

④ 株式、出資又は基金 100,000 （各自計算） (各自計算)  

⑤ 特定株式投資信託     

⑥ 投資信託又は特定受益証券発行信託 

（⑤、⑦及び⑧以外） 
    

⑦ オープン型証券投資信託 60,000 （各自計算） (各自計算) 80,000 

⑧ 国外株式又は国外投資信託等     

⑨ 合計（④＋⑤＋⑥＋⑦＋⑧） 160,000 （各自計算） （ ア ） 80,000 

上
記
以
外
の
も
の 

⑩ 公社債     

⑪ 社債的受益権     

⑫ 投資信託又は特定受益証券発行信託 

（⑬及び⑭以外） 
    

⑬ オープン型証券投資信託     

⑭ 国外公社債等又は国外投資信託等     

⑮ 合計（⑩＋⑪＋⑫＋⑬＋⑭）     

 ⑯ 譲渡損失の金額 (各自計算)    

 ⑰ 差引金額（⑨＋⑮－⑯） (各自計算)    

 ⑱ 納付税額  （各自計算） (各自計算)  

 ⑲ 還付税額（⑨＋⑮－⑱）  （ イ ） (各自計算)  



 

－39－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2022.5.22) 
 

 

・ 文恵さんが２０２１年中に受け取った上場株式等の配当等から源泉徴収された住民税額は

（ ア ）円である。 

・ この特定口座で生じた譲渡損失とこの特定口座で受け入れた上場株式等の配当等とが損益通算

された結果、還付された所得税額は（ イ ）円である。 

・ ２０２２年分に繰り越すことのできる譲渡損失の額は、（ ウ ）円である。 

 

 

＜語群＞ 

１． ゼロ       ２． ８,０００    ３． １２,０００ 

４． １６,０００   ５． ２４,０００   ６． ３２,０００ 

７． ３６,０００   ８． ６０,０００   ９． １４０,０００ 

 

 

問３９ 

 文恵さんは、自分の老齢年金の受給について、ＦＰの宮本さんに質問をした。宮本さんの次の説明の

空欄（ア）～（ウ）に入る適切な語句を語群から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、

文恵さんは、夫の達朗さんの死亡に基づく遺族年金の受給権者であり、また、老齢基礎年金および老齢

厚生年金の受給資格期間を満たしているものとする。 

 

「文恵さんは現在受給している遺族年金に加えて、老後は老齢年金を受給できるようになりますが、

（ ア ）になるまでは本人が選択するどちらか一方の年金しか受給できません。（ ア ）からの

遺族厚生年金は、老齢厚生年金および老齢基礎年金と併給されますが、遺族厚生年金は老齢厚生年

金を上回る額しか受給できません。なお、文恵さんは（ イ ）繰下げ受給することはできません。

また、文恵さんが老齢厚生年金を受給できるときに（ ウ ）である場合、在職老齢年金として老

齢厚生年金の支給額の調整が行われることがあります。」 

 

 

＜語群＞ 

１． ６０歳   ２． ６４歳   ３． ６５歳 

４． 老齢基礎年金および老齢厚生年金とも  ５． 老齢基礎年金に限り 

６． 老齢厚生年金に限り          ７． 一定以上の事業所得を得ている者 

８． 雇用保険の被保険者          ９． 厚生年金の被保険者または７０歳以上被用者 

 

 



 

－40終－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2022.5.22) 

問４０ 

 文恵さんは、２０２２年３月中に業務外の事由による病気の療養のため休業した日がある。ＦＰの宮

本さんが下記＜資料＞に基づいて計算した文恵さんに支給される傷病手当金の額として、正しいものは

どれか。なお、文恵さんは全国健康保険協会管掌健康保険（協会けんぽ）の被保険者であり、記載以外

の受給要件はすべて満たしているものとする。 

 

＜資料＞ 
 

［文恵さんの３月中の勤務状況］ 休業：休業した日 

 

 

［文恵さんのデータ］ 

・ 標準報酬月額：２０２１年４月～２０２１年８月 ２８０,０００円 

２０２１年９月～２０２２年３月 ３００,０００円 

・ 上記の休業した日について、給与の支給はない。 

・ 上記以外に休業した日はない。 

 

［傷病手当金の１日当たりの支給額（円未満を四捨五入）］ 

 

 

１． １２,９６０円 

２． １９,４４０円 

３． ２５,９２０円 

４． ４５,３６０円 

１５日

（火） 

１６日

（水） 

１７日

（木） 

１８日

（金） 

１９日

（土） 

２０日

（日） 

２１日 

（月） 

休業開始日 
▲ 

出勤 

１４日

（月） 

２２日 

（火） 

出勤 出勤 

休業終了日 
▲ 

出勤 休業 

２３日 

（水） 

２４日 

（木） 

休業 休業 休業 休業 休業 休業 

支給開始日以前の継続した１２ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額÷３０日×２／３ 

１０円未満を四捨五入 


